
 

２. 研究１ 知的障害教育における「育成を目指す資質・ 

能力」についての具体的検討 

 

（１）目的 

 現在の世界の教育の大きな潮流として、コンテンツ・ベイスの教育からコンピテンシー・

ベイスの教育へと転換が起こっている（奈須, 2015）。我が国においても、「育成すべき資

質・能力を踏まえた教育目標・内容と評価の在り方にする検討会（論点整理）」が 2014(平
成 26)年３月 31 日にまとめられた。その後、2014(平成 26)年 11 月 20 日に文部科学大臣

から中央教育審議会に「初等中等教育における教育課程の基準等の在り方について」諮問

がなされたことを受け、学習指導要領の改訂に向けた検討が中央教育審議会においてなさ

れてきた。本研究の開始 2 年目に当たる 2016(平成 28)年の８月 26 日には、中央教育審議

会初等中等教育分科会教育課程部会による「次期学習指導要領等に向けたこれまでの審議

のまとめについて（報告）」において、育成を目指す資質・能力についての基本的な考え方

が示された。その後、2016(平成 28)年の 12 月 21 に中央教育審議会により「幼稚園、小学

校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等につい

て（答申）」が出され、日本における育成を目指す資質・能力が確定した。そして、2016(平
成 28)年度末には、新しい学習指導要領が公示されることとなる。 
 答申（中央教育審議会, 2016）に示された、これからの 21 世紀を生きる子供たちに求め

られる育成を目指す資質・能力は全ての子供に求められるものであり、知的障害教育もこ

の方向性に沿って、教育実践を更に深化させていかなければならない。しかし、これらの

考え方がどのように知的障害教育の学校現場で実現されていけば良いのか、またその具体

像については明らかになっていない。 
そこで、本項では中央教育審議会教育課程部会による審議のまとめ（報告）や答申（中

央教育審議会, 2016c）において示された「育成を目指す資質・能力」について、知的障害

教育における具体像をどのようにイメージすればよいのかについて検討することとする。

まず本項の（２）では、関連文献を概観し育成を目指す資質・能力についての理解を深め

る。また、本項（３）では、ある特別支援学校（知的障害）の小・中・高の全学部にわた

る指導内容を単元の系統でまとめたデータを元に、OECD のキー・コンピテンシーに対応

すると考えられる指導内容がどのように扱われているのかを分析する（この分析を行った

研究 1 年目の時点では、まだ中央教育審議会において「育成を目指す資質・能力」につい

て議論の途中であったため、世界的に「育成を目指す資質・能力」として影響を与えてい

る OECD のキー・コンピテンシーを分析の視点として採用した）。さらに、（４）イギリ

スの知的障害教育において、育成を目指す資質・能力はどのように教育課程上位置付いて

いるか調べる。また（５）では小・中学校で扱う育成を目指す資質・能力と知的障害教育
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において育成を目指す資質・能力の具体の類似について論考し、最後に（６）では、（２）

～（４）に基づいて知的障害教育における「育成を目指す資質・能力」の具体像をまとめ、

今後の課題について検討することとする。     
 

（２）育成を目指す資質・能力に関する文献の概観 
本章では育成を目指す資質・能力に関して、世界と日本の動向を文献によって概観し、

中央教育審議会が 2016 年に「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学

習指導要領等の改善及び必要な方策等について（答申）」で示した「資質・能力の三つの柱」

について報告する。 
①世界における育成を目指す資質・能力の動向 

世界において欧米を中心に、領域や対象を超えて機能する汎用性の高い資質・能力（コ

ンピテンシー）を軸とした教育が検討されている（奈須・久野・齊藤, 2014）。まず 1997
年から 2003 年に掛けて、経済協力開発機構（OECD）の「能力の定義と選択」（DeSeCo）
プロジェクトがキー・コンピテンシーを提起した。この概念はコンピテンシー教育改革の 

源流とされ、生徒の学習到達度調査（PISA）や国際成人力調査（PIAAC）等の国際学力

調査に導入されている。その後、EU では、キー・コンピテンシーを独自に定義し、EU
内各国における教育政策を推進する枠組みとした。また、北米を中心に 21 世紀型スキル

が定義され、評価のあり方を検討するプロジェクトが進められた。21 世紀型スキルもまた、

その成果が PISA にも反映されている。このような動向を受けて、各国でキースキル（イ

ギリス）や汎用的能力（オーストラリア）、キー・コンピテンシー（ニュージーランド）等

のコンピテンシーが定義され、それに基づくカリキュラムの整備が進められてきている（国

立教育政策研究所, 2013；奈須, 2014）。このような各国の教育改革における資質・能力は、

国立教育政策研究所（2013）によって、表 2-2-1 のように整理されており、どの目標も言

語や数、情報を扱う基礎的なリテラシーと、思考力や学び方の学びを中心とする認知スキ

ル、社会や他者との関係やその中での自律に関わる社会スキルの３層に大別できると指摘

されている。以下では、国際学力調査に導入されている資質・能力である、コンピテンシ

ー教育改革の源流である OECD のキー・コンピテンシーと、産業界が軸となって提唱し

た 21 世紀型スキルについて概観したい。 
ア OECD のキー・コンピテンシー 
OECD は、1997 年から 2003 年に掛けて DeSeCo プロジェクトを実施した。DeSeCo

プロジェクトは、グローバリゼーションの進む社会で、国際的に共通する鍵となる能力を

定義し、その評価と指標の枠組みを開発することを目的としたもので、諸学問領域の専門

家と各国の政策担当者の協働を通して、最も重要とされるコンピテンシーが検討された（国

立教育政策研究所, 2013）。その中で、コンピテンシーは、人が「特定の状況の中で（技能

や態度を含む）心理社会的な資源を引き出し、動員して、より複雑な需要に応じる能力」

と定義され、鍵となる３つのキー・コンピテンシーとして表 2-2-2 の具体的内容が示され
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た。このキー・コンピテンシーの枠組みの中心にあるのは、個人が深く考え、行動するこ

との必要性である。そして、深く考えることには、目前の状況に対して特定の定式や方法

を反復継続的に当てはまることができる力だけではなく、変化に対応する力、経験から学

ぶ力、批判的な立場で考え、行動する力が含まれる。このような背景には、「変化」、「複雑

性」、「相互依存」に特徴付けられる世界への対応の必要性が挙げられる（中央教育審議会, 
2006)。また、OECD のキー・コンピテンシーは、各国で提唱されている資質・能力に大

きな影響を与えている。そのため、表 2-2-2 に示された通り、キー・コンピテンシーの具

体的内容は、他の資質・能力の具体的内容と重なる部分が極めて大きい。 
 
表 2-2-1 諸外国の教育改革における資質・能力（国立教育政策研究所, 2013） 

 

イ 21 世紀型スキル 
2009 年に開催された「学習とテクノロジーの世界フォーラム」において、「21 世紀型ス

キルの学びと評価プロジェクト」（ATC21S）が立ち上げられた。本プロジェクトは、世界 

EU イギリス オーストラリア ニュージーランド （アメリカほか）

キーコンピテンシー キーコンピテンシー
キースキルと思考ス
キル

汎用的能力 キーコンピテンシー 21世紀スキル

言語、記号の活用
第1言語

外国語
コミュニケーション リテラシー

知識や情報の活用
数学と科学技術のコ
ンピテンス

数学の応用 ニューメラシー

技術の活用
デジタル・コンピテン
ス

情報テクノロジー ICT技術
情報リテラシー
ICTリテラシー

創造性とイノベーショ
ン

批判的思考と問題解
決

学び方の学習

コミュニケーション

協働

大きな展望

人生設計と個人的プ
ロジェクト

権利・利害・限界や要
求の表明

人間関係力

協働する

問題解決力

思考力
批判的・創造的思考
力

思考スキル
（問題解決）
（協働する）

学び方の学習

問題解決
協働する

倫理的行動

個人的・社会的能力
異文化間理解

言語・記号・テキスト
を使用する能力

相互作用的道具活用
力

反省性（考える力）
（協働する力）
（問題解決力）

DeSeCo

社会的・市民的コンピ
テンシー
文化的気づきと表現

進取の精神と起業精
神

自律的活動力

異質な集団での交流
力

自己管理力

他者との関わり
参加と貢献

キャリアと生活

個人的・社会的責任

シティズンシップ

基礎的な

リテラシー

認知スキル

社会スキル

− 13 −



 

表 2-2-2 キー・コンピテンシーの具体的内容（中央教育審議会, 2006） 

 
的に有名なテクノロジー会社であるシスコシステムズやインテル、マイクロソフト、及び

メルボルン大学等が立ち上げに関わっており、2010 年にはアメリカやオーストラリアを始

めとする国々が参加国として加わった（Griffin, McGaw ＆ Care, 2012）。21 世紀型スキ

ルはこのプロジェクトから提唱された。21 世紀型スキルは、これまで評価や教育の目的で

深く検討されることがなかった「デジタルネットワークを使った学習」と「協調的問題解

決」の２領域が対象とされ、グローバル社会を生き抜くために必要とされる能力である。

21 世紀型スキルの具体的内容を表 2-2-3 に示す。表 2-2-3 で示した初歩レベルと高次レベ

ルとは、21 世紀型スキルの具体的内容を連続的に捉えたものであり、最終的には高次レベ

ルを見据えて指導をデザインすることが必要である（Griffin et al., 2012）。 
②日本における育成を目指す資質・能力の動向 

文部科学省は「育成すべき資質・能力を踏まえた教育目標・内容と評価の在り方に関す

る検討会‐論点整理‐」（育成すべき資質・能力を踏まえた教育目標・内容と評価の在り方

A 言語、シンボル、テクストを

活用する能力

・様々な状況において、話したり書いたりする言語のスキルや数学的なスキル等を効
果的に活用する力。【PISA調査・読解力、数学的リテラシー】

・情報それ自体の本質について、例えば、その技術的なよりどころや社会的・文化的
な文脈などを考慮して、批判的に深く考えることができる力。【PISA調査・科学的リテ

ラシー】

・他人の意見や選択肢の理解、自らの意見の形成、意思決定、確実な情報に基づい
た責任ある行動を可能とする基盤。

・個人が日々の生活においてテクノロジーが新しい方法で活用できることに気付くこと
が第一。

・テクノロジーには、遠隔地間の協働、情報へのアクセス、他人との双方向のやりとり
など新たな可能性。そのためには、E-mailの送信など単なるインターネットの活用ス

キル以上の力が必要。

・個人が知人や同僚、顧客などと個人的な関係を作り出し、維持し、発展させる力。

・具体的には、「共感する力」、「感情を効果的にコントロールする力」。

E　協調する能力
・協調に当たっては、各個人が一定の能力を持っていることが必要。グループへの貢
献と個々人の価値とのバランスを図ることができる力が不可欠。また、リーダーシップ
を共有し、他人を助けることができることも必須。

F　利害の対立を御し、解決す

る能力

・利害の対立に建設的にアプローチするには対立を否定するのではなく、それを御す
るプロセスを認識すること。他者の利益や双方が一定の利益を得るための解決方法
への深い理解が必要。

G　大局的に行動する能力
・自らの行動や決定を、自身が置かれている立場、自身の行動の影響等を理解したう
えで行える力。【PISA調査・問題解決能力】

H 人生設計や個人の計画を

作り実行する能力
・人生の意義を見失いがちな変化し続ける環境のなかで、自らの人生に一定のストー
リーを作るとともに意味や目的を与える力。

・成文のルールを知り、建設的な議論のうえ、調整したり対案を示したりする力。

・自分自身の権利などを表明するためのみの力ではなく、家庭、社会、職場、取引な
どで適切な選択をすることができる。

B 知識や情報を活用する能

力

C テクノロジーを活用する能

力

D 他人と円滑に人間関係を

構築する能力

I 権利、利害、責任、限界、

ニーズを表明する能力

1　社会・文

化的、技術
的ツールを
相互作用的
に活用する
能力

2　多様な集

団における
人間関係形
成能力

3　自立的に

行動する能
力
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に関する検討会, 2014）において、日本における育成すべき資質・能力を以下のように述

べている。 
日本における教育の普遍的な目的･目標は、教育基本法と学校教育法に記されている。 

 
表 2-2-3 21 世紀型スキルの具体的内容[Griffin, McGaw, ＆Care（2012; 三宅監訳, 

2014）を元に作成]

 

具体的には、教育基本法第１条において、教育の目的は「人格の完成を目指し、平和で民

初歩レベル 高次レベル

A 創造性とイ

ノベーション

・与えられた情報を自分のものにす
る。他の誰かが正解や事実を知って
いるという信念をもっていたり、それを
もとに行動する。

・未解決の問題に取り組むこと。理論やモデルをつくったり、リ
スクを覚悟して取り組む。有望なアイディアやプランを追及して
いく。

B 批判的思

考、問題解決、
意思決定

・指導者や教師、カリキュラム設計者
によってデザインされた有意義な活
動。学習者は、予め用意された課題
に取り組む。

・真正な知識労働の中で高次の思考スキルを発揮する。自分
で問題発見し有望なアイディアへ発展させる活動を通して、達
成の基準は継続的に上がっていく。参加者は、複雑な問題と
体系的な思考に取り組む。

C 学び方の学

習、メタ認知

・児童生徒や労働者は、組織に対し
て関与することができると思っておら
ず、他の誰かが上位レベルのプロセ
スをコントロールしていて、意思決定
等には参加しない。

・児童生徒や労働者は、最も高いレベルで、自分の活動に責
任をもつことができる。評価は、組織の運営と統合されていて、
個人レベルのメタ認知だけではなく、社会的なメタ認知能力が
必要とされる。

D コミュニケー

ション

・仲良くおしゃべりできる。会話の目
的は、事前に決められている目標に
全員が到達すること。仲間どうしでや
りとりできる場は限られている。

・会話の目的は、話し合う対象の分野を発展させ、より包括的
で高次の分析を行うこと。開かれた場所で仲間どうしあるいは
自由なやりとりが促進される状況にある。

E コラボレー

ション・チーム
ワーク

・小グループによる活動ができる。最
終成果を作成する上で一人ひとりが
責任を分担する。最終成果は分担し
たものを合わせただけのもので、それ
を超えるものではない。

・協調や競争によって共有された知性によって、既存の知識を
発展させる。個々 人が生産的に相互作用し、ネットワーク化さ
れたICTを使って活動する。コミュニティの知識が発展すること

が、個人の成功よりも価値があると考え、個人それぞれが貢
献できる。

F 情報リテラ

シー・調査活動

・問いに対して答えを探す。情報を見
つけてきてそれをまとめる。変数を変
えたらどうなるのかを検討するような
調査。

・調査活動は知識を発展させるために不可欠なものとして行わ
れ、それをもとに協調的にさらによいアイディアを作り出して、
誰でも共有できる場所に社会的に蓄積していく。

G ICTリテラ

シー

・一般的なアプリケーションやWeb上
のリソースや各種サービスに慣れ親
しみ、使うことができる。

・ICTは組織の日常的な活動に埋め込まれている。共有され

たコミュニティ空間がつくられ、そこでは世界規模の組織やリ
ソースとの関係も構築しつつ、継続的に参加者によって改善さ
れる。

H　シチズン

シップ

・組織・コミュニティの規範を守る。そ
の中で最善を尽くす。個人的な権利を
優先する。

・市民として、知識創造社会の一員であると認識し、グローバ
ルな取り組みに貢献することを目指す。チーム活動では、チー
ムメンバーの多様な視点を尊重して価値を置き、フォーマルな
学校や仕事場だけでなく、インフォーマルな場面でも社会的に
共有された知識を構築していく。そのような中でリーダーシップ
を発揮し、あらゆる立場の権利を支持する。

I　人生とキャリ

ア発達

・個々 の特性にあったキャリアのゴー
ルをめざす。キャリアの目標を達成す
るために必要な条件や可能性を、現
実的に評価しながら進む。

・継続的に「生涯にわたって」「生涯の様々 な場で」様々 な学習
機会に参画する。人生を取り巻く状況や文脈にかかわらず、知
識創造者としての自己アイデンティティをもつ。

J　個人と社会

的責任
・個人として責任をもつ。それは狭い
文脈の中で判断される。

・チームのメンバーは、コミュニティの知識資産を構築し改善し
続ける。そこでは、文化的な影響も重視することで、多文化・多
言語で変化し続ける社会には利益をもたらすようなアイディアを
活用、改善しようとする。

1　思考の

方法（高次
の思考スキ
ル）

2　仕事の

方法（他者
ともに働くス
キル）

3　仕事の

ツール（道
具を用いる）

4　社会生

活（個として
社会の一員
として市民
的生活を担
う）
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主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成」と

規定されている。また、教育基本法第２条において、教育の目標は、「幅広い知識と教養」

「豊かな情操と道徳心」「健やかな身体」「創造性」「自主及び自律の精神」「公共の精神に

基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度」「伝統や文化の尊重を尊

重する態度」を養うことなどが規定されている。学校教育法（第 21 条）では、義務教育

の目標は「自主、自律及び協同の精神」「規範意識」「公共の精神に基づき主体的に社会の

形成に参画し、その発展に寄与する態度」などが規定され、学校教育法（第 51 条）では

高等学校の目標は、義務教育として行われる普通教育の成果を更に発展拡充させて国家及

び社会の形成者として必要な資質を養うことなどが規定されている。あわせて、学校教育

法（第 30 条第２項） 
では、各学校における教育に当たり、生涯にわたり学習する基盤が培われるよう「基礎的 
な知識及び技能の習得」「これらを活用して課題を解決するために必要な思考力、判断力、 
表現力等の育成」「主体的に学習に取り組む態度の養成」に特に意を用いる必要性を定め、

これらは「学力の三要素」というべき重要性を持つものとして捉えられている。学習指導

要領には、これまで初等中等教育の目指すべき理念に「生きる力」が掲げられてきた（図

2-2-1 参照）。これは 1996 年の中央教育審議会答申（「21 世紀を展望した我が国の教育の 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2-2-1 生きる力の具体的内容（中央教育審議会, 2014) 

 
在り方について」）で提言され、国際化や情報化の進展など、変化が激しい時代にあって、 
いかに社会が変化しようと必要な資質や能力として位置付けられている。また、2008 年の

中央教育審議会答申（「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要

領等の改善について」）でも、「生きる力はその内容のみならず、社会において子供たちに

必要となる力をまず明確にし、そこから教育の在り方を改善するという考え方において、

この主要能力（キー・コンピテンシー）という考え方を先取りしていたと言ってもよい」

と整理している。しかし、「生きる力」は、構成する資質・能力の具体化や、それらと各教

科の教育目標・内容の関係についての分析がこれまで十分でなく、学習指導要領全体とし
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て教育内容中心のものとなっている。そのため、より効果的な教育課程への改善を目指す

ためには、学習指導要領の構造を、育成すべき資質・能力を起点として改めて見直し、改

善を図ることが必要である（育成すべき資質・能力を踏まえた教育目標・内容と評価の在

り方に関する検討会, 2014）。 
③資質・能力の三つの柱 

上記の動向をふまえ、文部科学省は 2015 年１月から教育課程企画特別部会を全 14 回開

催し、育成を目指す資質・能力に関する整理を行い、中央教育審議会は 2015 年８月に「教

育課程企画特別部会における論点整理について（報告）」を取りまとめた。その後、この「論

点整理」を踏まえ、各学校段階等や教科等別に設置された専門部会において、学びや知識

の本質や、教科等を学ぶ本質的な意義に立ち返り、深く議論が重ねられた。そして、中央

教育審議会は、2016 年８月に「次期学習指導要領等に向けたこれまでの審議のまとめにつ

いて（報告）」において、知識に関するもの、スキルに関するもの、情意（人間性など）に

関するものという育成を目指す資質・能力の三要素を議論の出発点とし、学習する子供の

視点に立ち、育成を目指す資質・能力を三つの柱で整理した。また、この際にこれまで用

いられた「育成すべき資質・能力」という文言は、「育成を目指す資質・能力」に変更され

た。2016 年 12 月の「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要

領等の改善及び必要な方策等について（答申）」においても、「育成を目指す資質・能力」

という文言が採用され、三つの柱は、以下のように説明され述ている。 
 
 ①「何を理解しているか、何ができるか（生きて働く「知識・技能」の習得）」 

各教科等において習得する知識や技能であるが、個別の事実的な知識のみを指すもの

ではなく、それらが相互に関連付けられ、更に社会の中で生きて働く知識となるものを

含むものである。 

例えば、“何年にこうした出来事が起きた”という歴史上の事実的な知識は、“その出

来事はなぜおこったのか”や“その出来事がどのような影響を及ぼしたのか”を追究す

る学習の過程を通じて、当時の社会や現代に持つ意味などを含め、知識相互がつながり

関連付けられながら習得されていく。それは、各教科等の本質を深く理解するために不

可欠となる主要な概念の習得につながるものである。そして、そうした概念が、現代の

社会生活にどう関わってくるかを考えさせていくことも重要である。基礎的・基本的な

知識を着実に習得しながら、既存の知識と関連付けたり組み合わせたりしていくことに

より、学習内容（特に主要な概念に関するもの）の深い理解と、個別の知識の定着を図

るとともに、社会における様々な場面で活用できる概念としていくことが重要となる。 

技能についても同様に、一定の手順や段階を追って身に付く個別の技能のみならず、

獲得した個別の技能が自分の経験や他の技能と関連付けられ、変化する状況や課題に応

じて主体的に活用できる技能として習熟・熟達していくということが重要である。例え

ば、走り幅跳びにおける走る・跳ぶ・着地するなど種目特有の基本的な技能は、それら
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を段階的に習得してつなげるようにするのみならず、類似の動きへの変換や他種目の動

きにつなげることができるような気付きを促すことにより、生涯にわたる豊かなスポー

ツライフの中で主体的に活用できる習熟した技能として習得されることになる。 

こうした視点に立てば、長期的な視野で学習を組み立てていくことが極めて重要となる。

知識や技能は、思考・判断・表現を通じて習得されたり、その過程で活用されたりする

ものであり、また、社会との関わりや人生の見通しの基盤ともなる。このように、資質・

能力の三つの柱は相互に関係し合いながら育成されるものであり、資質・能力の育成は

知識の質や量に支えられていることに留意が必要である。 
②「理解していること・できることをどう使うか（未知の状況にも対応できる「思考

力・判断力・表現力等」の育成）」 

将来の予測が困難な社会の中でも、未来を切り拓いていくために必要な思考力・判断

力・表現力等である。思考・判断・表現の過程には、大きく分類して以下の３つがある

と考えられる。 

・物事の中から問題を見いだし、その問題を定義し解決の方向性を決定し、解決方法

を探して計画を立て、結果を予測しながら実行し、振り返って次の問題発見・解決につ

なげていく過程 

・精査した情報を基に自分の考えを形成し、文章や発話によって表現したり、目的や

場面、状況等に応じて互いの考えを適切に伝え合い、多様な考えを理解したり、集団と

しての考えを形成したりしていく過程 

・思いや考えを基に構想し、意味や価値を創造していく過程 

③「どのように社会・世界と関わり、よりよい人生を送るか（学びを人生や社会に生

かそうとする「学びに向かう力・人間性等」の涵養）」 

前述の①及び②の資質・能力を、どのような方向性で働かせていくかを決定付ける重

要な要素であり、以下のような情意や態度等に関わるものが含まれる。 

・主体的に学習に取り組む態度も含めた学びに向かう力や、自己の感情や行動を統制

する能力、自らの思考の過程等を客観的に捉える力など、いわゆる「メタ認知」に関す

るもの。一人一人が幸福な人生を自ら創り出していくためには、情意面や態度面につい

て、自己の感情や行動を統制する力や、よりよい生活や人間関係を自主的に形成する態

度等を育むことが求められる。こうした力は、将来における社会的な不適応を予防し保

護要因を高め、社会を生き抜く力につながるという観点からも重要である。 

・多様性を尊重する態度と互いのよさを生かして協働する力、持続可能な社会づくり

に向けた態度、リーダーシップやチームワーク、感性、優しさや思いやりなど、人間性

等に関するもの。 

 

各学校では、この資質・能力の三つの柱に基づき再整理された学習指導要領等を手掛か

りに、「カリキュラム・マネジメント」の中で、学校教育目標や学校として育成を目指す資
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質・能力を明確にし、家庭や地域とも共有しながら、教育課程を編成していくことが求め

られる（中央教育審議会, 2016)。また、中央教育審議会（2016）では、言語能力や情報活

用能力といった教科等の枠を越えて全ての学習の基盤として育まれ活用される資質・能力

についても、資質・能力の三つの柱を軸に整理し、教科等の関係や、教科等の枠を越えて

共通に重視すべき学習活動との関係を明確にし、教育課程全体を見渡して確実に育んでい

くことができるようにすることが重要であると指摘している。 
 
（３） 知的障害教育における「育成を目指す資質・能力」の具体例に関する検討 

①目的 

 知的障害教育における「育成を目指す資質・能力」の具体例を探るため、特別支援学校

（知的障害）における指導内容に、どのような内容の資質・能力が扱われているのかにつ

いて分析を行う。 
 本分析を行う直前において最新情報であった教育課程企画特別部会の資料（第１回～第

７回）から、第２期教育振興計画ならびに諸々の政府関係資料において、OECD のキー・

コンピテンシーとも共通する「自立」「協働」「創造」のキーワードが多く取り上げられて

いること、また、教育課程企画特別部会第８回資料の資料４：教育目標・内容と学習・指

導方法、学習評価の在り方に関する補足資料 ver. ６の「１. 教育目標・内容と育成すべき

資質・能力について」では、OECD のキー・コンピテンシーが冒頭に挙げられていること

から、これを重要視していると考えられた。そこで、国際的にも注目されている OECD の

キー・コンピテンシーの各定義を「新しい時代に求められている資質・能力」の重要構成

要素として着目し、分析を行う。今回は、一つの学校事例について予備的分析を行うもの

であり、データ数が極めて少数であるため量的な比較は行わないこととする。 
 ②方法 

 ア 対象 

対象データは、研究協力校である広島県立庄原特別支援学校で作成している単元系統表

のうちの単一障害学級における生活単元学習に関わる単元とした。ただし、生活単元学習

の「季節単元」「学校行事」「生活上」のうち、「季節単元」「学校行事」は授業時間が短く

単発の取組であると予想されるため、「生活上」のみデータの分析対象とした。 
 広島県立庄原特別支援学校では、小・中・高の全学部にわたる詳細な指導内容を単元の

系統でまとめ、更に生活単元学習などの各教科等を合わせた指導においては、教科との関

連性について学習指導要領と対照して整理した単元系統表が作成されている。このデータ

を分析する理由として、小・中・高の全学部にわたる分析が可能であること、また、小学

部、中学部、高等部と年齢や学部段階が上がるにつれて、育成を目指す資質・能力のレベ

ル分け等があるのか分析可能ではないかと考えられることが挙げられる。さらに、広島県

立庄原特別支援学校では各教科等を合わせた指導を中心とした教育課程編成を行っている

ため、生活単元学習の中に広範囲の各教科の指導内容が含まれており幅広く指導内容につ
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いての分析が可能であり、その内容がどの教科と関連しているかも示すことができるとい

う利点がある。加えて、各教科等を合わせた指導である生活単元学習は、教科横断的な能

力を育成しやすい、または育成している指導の形態と考えられることから、本データを分

析対象とした。 
 イ 分析方法 

世界の教育の潮流はコンテンツベースドの教育からコンピテンシーベースドの教育へと

向かっている（奈須, 2015）。このコンピテンシーベースドの教育に大きな影響を与えてい

るものの一つが OECD のキー・コンピテンシーである。これは我が国における様々な、

今後子供や成人に必要な育成を目指す資質・能力の検討にも大きく影響を与えている。 
 そこで、本分析では OECD のキー・コンピテンシーの具体的内容（表 2-2-2）に基づい

てデータの分析を行った。広島県立庄原特別支援学校の単元系統表の内、対象とした生活

単元学習に関わるもの全てについて、まず２名の知的障害教育を専門とする研究者や指導

主事経験者が独立し、どのキー・コンピテンシーに当てはまるかどうか分類した。分類の

際には、各キー・コンピテンシーの原初的レベル、あるいは初歩レベルの様相に該当する

ものも含めた上で、いずれにも当てはならない場合は、該当なしとした（原初的レベルと

は、当該のキー・コンピテンシーの起源となるような行動や態度や、初歩レベルのキー・

コンピテンシーを構成要素の一部分の行動や態度であるもの。例えば「Ａ：言語、シンボ

ル、テクストを相互作用的に活用する能力」の場合、相互的に意思伝達ができなくとも指

差しができる場合を原初的レベル、指差しによって選択した物を伝えるといった簡単なや

りとりが可能な場合は初歩レベルと捉えることができる）（表 2-3-1 参照）。その後、２名 
の分類結果が異なる場合には、合議によって分類を決定した。なお、２名による分類の一

致率を［一致率＝一致数／（一致数＋不一致数）］という算出式によって算出した。 
さらに、その結果について、各学部段階において各キー・コンピテンシーの概念を最も

象徴し、反映していると考えられるものを合議によって一つ選定した。 
 

表 2-3-1 本研究における各キー・コンピテンシーの発達レベル分類 

原初的なレベル 初歩レベル 高次レベル 

当該のキー・コンピテンシーの起源

となるような行動や態度や、初歩レ

ベルのキー・コンピテンシーの構成

要素の一部分の行動や態度であるも

の。 

高次レベルに至らない、発達的に

初歩的なレベルでキー・コンピテ

ンシーが現れているもの。 

当該のキー・コンピテンシーの定義

そのものに当てはまるもの。 

例：「Ａ：言語、シンボル、テクストを相互作用的に活用する能力」の場合 

相互的に意思伝達ができなくとも指

差しができる、など。 
指差しによって選択した物を伝え

るといった簡単なやりとりが可能

である、50 音や単語などの簡単な

読み書きができる、など。 

様々な状況において、話したり書い

たりする言語のスキルや数学的な

スキル等を効果的に活用できる。 
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③結果と考察 

 広島県立庄原特別支援学校の単元系統表（単一障害学級版）の内、対象とした生活単元

学習に関わるもの全てについて、どのキー・コンピテンシーに当てはまるか分類した。さ

らに、分類結果について各キー・コンピテンシーの内、各学部段階において各キー・コン

ピテンシーの概念を最も象徴し、反映していると考えられるものを各単元のまとまりの中

から学部ごとに一つ選定し、まとめたものを表 2-3-1、表 2-3-2 と表 2-3-3 に示した。なお、

２名による分類の一致率は、単元のまとまりごとに挙げると、「学校の仕組み」で 73.4%、

「保健体育」で 71.4%、「進路学習（キャリア）」で 63.5%、「防災教育」で 81.5%、「社会

の仕組み」で 63.8%であった。 
さて、表 2-3-2、表 2-3-3 と表 2-3-4 にあるように、「Ｆ：利害の対立を処理し、解決す

る能力」については小中高のどの学部段階においても、単元目標として挙げられていなか

ったが、それ以外のカテゴリーに関しては何かしら当てはまる単元目標があった。また、

小学部においては「Ｃ：テクノロジーを活用する能力」と「Ｈ：人生設計や個人の計画を

作り、実行する能力」に該当する単元目標はなかったが、中学部や高等部では該当するも

のがあった。 
「Ａ：言語、シンボル、テクストを相互作用的に活用する能力」や「Ｅ：協調する能力」、

「Ｇ：大局的に行動する能力」に関しては、小学部では原初的レベル、あるいは初歩レベ

ルの内容が扱われる傾向にあり、中学部、高等部と学部段階が上がるにつれて、より高次

のレベルの内容へと変化する傾向がみられた。 
 以上のことから、知的障害のある子供に対しても、原初的レベル、あるいは初歩レベル

の内容を含めれば、キー・コンピテンシーのような汎用的能力を既に指導で取り扱ってお

り、またそのような指導内容を扱うことが可能であることが示された。 
なお、「Ｆ：利害の対立を処理し、解決する能力」については小中高のどの学部段階にお

いても、単元目標として挙げられていなかったことについては次のような考察が考えられ

る。「Ｆ：利害の対立を処理し、解決する能力」に対応する、生活に身近で発達課題的にも

初期段階のものとして、一つの遊具を二人で取り合う場面での建設的な問題解決が想定で

きる。このような状況は特別支援学校（知的障害）の教室場面でもみられる光景の一つで

あると考えられるが、本対象データの範囲では、単元目標に掲げられてはいなかった。こ

れは、このような状況が指導として想定するよりも、偶発的に発生するためであると考え

られる。しかしながら、発達障害のある子供を対象としたソーシャルスキルトレーニング

などでは、このような社会的問題解決についてロールプレイ等の指導技術が開発されてい

る。偶発的に状況の発生を待つだけでは、教育機会が乏しくなることも考えられるため、

このような利害が対立しても建設的に問題解決する方法について、知的障害のある子供に

対しても、意図的に指導目標を掲げ、指導場面を設定する必要性を指摘できる。 
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表 2-3-2  小学部の生活単元学習に関わる単元目標と「キー・コンピテンシー（ＯＥＣＤ）」

の分類対応代表例—広島県立庄原特別支援学校の単元系統表（単一学級版）の分析からー 

  

単元目標　小学部

大カテゴリ 小カテゴリ 左記の説明・定義 　学校の仕組み 保健体育 進路学習 防災教育 社会の仕組み

A:言語、シ
ンボル、テ
クストを相
互作用的
に活用する
能力

・ 　様々な状況において、話したり書い
たりする言語のスキルや数学的なスキ
ル等を効果的に活用する力。【PISA調
査・読解力、数学的リテラシー】

・簡単な文字を書い
たり，なぞったりして
お礼の手紙を作るこ
とができる。（国２
（４））【学校の仕組
み】

☆身体の部位を，指
さしや音声，言葉など
で伝えることができ
る。（国１（２））
【保健体育】

・簡単な語句や短い
文を平仮名で書くな
どして，メニューなど
を作ることができる。
（国３（４））【進路学
習】

・簡単な語句や短い
文を書いたり，なぞっ
たりしてお礼の手紙
をつくることができる。
（国３（４））A

B:知識や情
報を活用す
る能力

・ 　情報それ自体の本質について、例
えば、その技術的なよりどころや社会
的・文化的な文脈などを考慮して、批判
的に深く考えることができる力。  【PISA
調査・科学的リテラシー】
・ 　他人の意見や選択肢の理解、自ら
の意見の形成、意思決定、確実な情報
に基づいた責任ある行動を可能とする
基盤。

☆学校内の教室など
に関心をもち，簡単な
きまりやマナーに気
付き，それらを守って
行動することができ
る。（生２（４）（７）道
徳，人権）【学校の仕
組み】

☆地震避難訓練や火
災避難訓練の流れが
分かり，安全に避難
することができる。
（生３（２））【防災教
育】

・いろいろな材料や用
具を工夫しながら，目
的に合わせて使うこと
で，しおりを作ること
ができる。（図３（２））

C：テクノロ
ジーを活用
する能力

・ 　個人が日々の生活においてテクノロ
ジーが新しい方法で活用できることに
気付くことが第一。
・ 　テクノロジーには、遠隔地間の協
働、情報へのアクセス、他人との双方
向のやりとりなど新たな可能性。そのた
めには、E-mailの送信など単なるイン
ターネットの活用スキル以上の力が必
要。

D：他人と
円滑に人
間関係を構
築する能力

・ 　個人が知人や同僚、顧客などと個
人的な関係を作り出し、維持し、発展さ
せる力。
・ 　具体的には、「共感する力」、「感情
を効果的にコントロールする力」。

☆教師の援助を受け
ながら，□□をするこ
とができる。（生２（１）
道徳，人権）
（＊□には，手洗い，
歯磨き，うがい，乾布
摩擦が入る）【保健体
育】

（秋の遠足）
☆教師と一緒に遊ん
だり，自然や生き物
に興味や関心をもっ
たりすることができ
る。（生１（３）（10）道
徳，人権）

E:協調する
能力

・ 　協調に当たっては、各個人が一定
の能力を持っていることが必要。グルー
プへの貢献と個々人の価値とのバラン
スを図ることができる力が不可欠。ま
た、リーダーシップを共有し、他人を助
けることができることも必須。

"
☆教師と一緒ににこ
にこパーティーの簡
単な手伝いや仕事を
することができる。
（生１（６）キャリア，人
権）"【進路学習】

（宿泊学習，修学旅
行）☆進んで集団活
動に参加し，自分の
当番や役割を果たす
ことができる。（生３
（５）道徳，人権）

F:利害の対
立を御し、
解決する能
力

・ 利害の対立に建設的にアプローチす
るには対立を否定するのではなく、それ
を御するプロセスを認識すること。他者
の利益や双方が一定の利益を得るた
めの解決方法への深い理解が必要。

G:大局的に
行動する能
力

 ・ 　自らの行動や決定を、自身が置か
れている立場、自身の行動の影響等を
理解したうえで行える力。
【PISA調査・問題解決能力】

☆□□の行程を日程
表で確認しながら，見
通しをもって行動する
ことができる。（生３
（７）（８））
（□には，宿泊学習，
修学旅行が入る。）

H:人生設計
や個人の
計画を作り
実行する能
力

・ 　人生の意義を見失いがちな変化し
続ける環境のなかで、自らの人生に一
定のストーリーを作るとともに意味や目
的を与える力。

I:権利、利
害、責任、
限界、ニー
ズを表明す
る能力

・ 　成文のルールを知り、建設的な議
論のうえ、調整したり対案を示したりす
る力。
・ 　自分自身の権利などを表明するた
めのみの力ではなく、家庭、社会、職
場、取引などで適切な選択をすることが
できる。

・交通のマナーに気
付き，安全に気をつ
けて歩くことができ
る。（生２（７））なし

＊複数対応する単元目標が見られた場合は、そのキー・コンピテンシーの概念を最も反映していると考えられるものを挙げた。
＊黄色いセルは原初的レベル、緑色のセルは初歩レベル、青色のセルは高次レベルを示す。
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表 2-3-3  中学部の生活単元学習に関わる単元目標と「キー・コンピテンシー（ＯＥＣＤ）」

の分類対応代表例—広島県立庄原特別支援学校の単元系統表（単一学級版）の分析からー 

 

単元目標　中学部

大カテゴリ 小カテゴリ 左記の説明・定義 学校の仕組み 保健体育 進路学習 防災教育 社会の仕組み

A:言語、シ
ンボル、テ
クストを相
互作用的
に活用する
能力

・ 　様々な状況において、話したり書
いたりする言語のスキルや数学的な
スキル等を効果的に活用する力。
【PISA調査・読解力、数学的リテラ
シー】

・学校のきまりについ
て，簡単なメモをとり
ながら聞き，分からな
いときは聞き返すこと
ができる。（国（１））

・心と身体の健康に
ついて，自分の意見
をみんなに分かるよう
に話したり，人に尋ね
られたときに，はっき
りと応答したりするこ
とができる。（国（２））
【保健体育】

・相手を意識した簡単
な手紙，作業日誌な
どの内容を，句点，読
点の使い方，長音，
拗音，促音，はつ音，
助詞の使い方，漢字
や片仮名の使い方な
どに気をつけて書くこ
とができる。（国（４））
【進路学習】

☆地震避難訓練や火
災避難訓練の練習に
関する話について，
指示や説明を聞き取
り行動したり，簡単な
放送を聞いて，およそ
の内容を聞き取った
りすることができる。
（国（１））

☆見学施設に関し
て，時間的な順序や
事柄の順序などを考
え，およその内容をつ
かみながら読むこと
ができる。（国（３））A

B:知識や情
報を活用す
る能力

・ 　情報それ自体の本質について、
例えば、その技術的なよりどころや社
会的・文化的な文脈などを考慮して、
批判的に深く考えることができる力。
【PISA調査・科学的リテラシー】
・ 　他人の意見や選択肢の理解、自
らの意見の形成、意思決定、確実な
情報に基づいた責任ある行動を可能
とする基盤。

（学校のきまり）
☆学校内にはいろい
ろなきまりがあること
を知り，それらを地域
社会でも守ることがで
きる。（社（２）道徳，
人権）

・家庭生活に必要な
衣服とその着方，食
事や調理，住まいや
暮らし方などに関する
基礎的な知識と技能
があることを理解し，
自分で処理すること
ができる。（職・家
（７））【保健体育】

・進路先で扱う電気，
洗剤や石けん，食品
などについて，用途，
使用手順，取扱いを
知ることができる。
（理（３））【進路学習】

・地震や火災が起き
た時に家庭生活に必
要な，住まいや暮らし
方などに関する基礎
的な知識と技能があ
ることを理解し，自分
で処理することができ
る。（職・家（７））【防
災教育】

・秋の遠足の学習を
通して，けがや病気，
事故の予防に関する
ことや，健康な生活に
関することについて，
初歩的な事柄を理解
することができる。
（保（３））

C：テクノロ
ジーを活用
する能力

・ 　個人が日々の生活においてテクノ
ロジーが新しい方法で活用できること
に気付くことが第一。
・ 　テクノロジーには、遠隔地間の協
働、情報へのアクセス、他人との双方
向のやりとりなど新たな可能性。その
ためには、E-mailの送信など単なるイ
ンターネットの活用スキル以上の力
が必要。

☆コンピュータなどの
情報機器を活用して
職業に関する知識を
得たり，学校周辺の
事業所へ徒歩で出向
き得た情報を地図と
してまとめ，身近な職
場に関心をもったりす
ることができる。（職・
家（２）キャリア）【進路
学習】　BとC

☆修学旅行を通し
て，新聞，テレビ，ラ
ジオ，インターネット
などの情報メディアに
関心をもち，我が国
や隣国の出来事な
ど，世の中のおよそ
の流れを知ることが
できる。（社（４））

D：他人と
円滑に人
間関係を構
築する能力

・ 　個人が知人や同僚、顧客などと個
人的な関係を作り出し、維持し、発展
させる力。
・ 　具体的には、「共感する力」、「感
情を効果的にコントロールする力」。

☆仕事の内容に応じ
た適切な服装，言葉
遣いをすることができ
る。（職・家（２）キャリ
ア）【進路学習】

（修学旅行）
☆修学旅行を通し
て，友達が困っている
のを見たら，手助けを
したり，自分の意見を
述べたり，相手の意
見を聞いたりすること
ができる。（社（１）道
徳，人権）

E:協調する
能力

・ 　協調に当たっては、各個人が一定
の能力を持っていることが必要。グ
ループへの貢献と個々人の価値との
バランスを図ることができる力が不可
欠。また、リーダーシップを共有し、他
人を助けることができることも必須。

"（進路学習）
☆自分の分担の仕事
をしたり，必要な時以
外は人の仕事に口出
し，手出しをしないこ
とを理解したりするこ
とができる。（職・家
（４）キャリア，人権）"
【進路学習】

（秋の遠足）
☆用具の準備や片付
けを友達と協力して
取り組み，運動をする
ことができる。（保（２）
道徳，人権）

F:利害の対
立を御し、
解決する能
力

・ 利害の対立に建設的にアプローチ
するには対立を否定するのではなく、
それを御するプロセスを認識するこ
と。他者の利益や双方が一定の利益
を得るための解決方法への深い理解
が必要。

G:大局的に
行動する能
力

 ・ 　自らの行動や決定を、自身が置
かれている立場、自身の行動の影響
等を理解したうえで行える力。
【PISA調査・問題解決能力】

☆学校の中での役割
を理解し，集団生活
の流れに乗り，一緒
に活動したり，分担さ
れた役割を果たした
りすることができる。
（社（１））【学校の仕
組み】

（進路学習・おもてな
し）
☆家庭で自分の身の
回りのことを自分です
ることを理解すること
ができる。（職・家（６）
キャリア，人権）

（宿泊学習）
☆宿泊学習を通し
て，ふさわしい行動を
したり，困った時，分
からない時は，人に
尋ねたり教えてもらっ
たりすることができ
る。（社（１）道徳，人
権）

H:人生設計
や個人の
計画を作り
実行する能
力

・ 　人生の意義を見失いがちな変化
し続ける環境のなかで、自らの人生
に一定のストーリーを作るとともに意
味や目的を与える力。

・学校生活の流れの
学習を通して，生活
の中で必要に応じて
時刻や時間を求め，
大まかに時間の経過
が分かることができ
る。（数（４））

I:権利、利
害、責任、
限界、ニー
ズを表明す
る能力

・ 　成文のルールを知り、建設的な議
論のうえ、調整したり対案を示したり
する力。
・ 　自分自身の権利などを表明する
ためのみの力ではなく、家庭、社会、
職場、取引などで適切な選択をするこ
とができる。

（進路学習）
☆分からないときは
人に尋ねたり，仕事
場の決まりを理解し
たりすることができ
る。（職・家（４）キャリ
ア，人権）【進路学習】

・地震避難訓練や火
災避難訓練の練習を
通して，社会生活に
必要ないろいろなき
まりがあることを知
り，それらを地域社会
で守ることができる。
（社（２））【防災教育】

・社会生活に必要な
いろいろなきまりがあ
ることを知り，それら
を学校で守ることがで
きる。（社（２））I

＊複数対応する単元目標が見られた場合は、そのキー・コンピテンシーの概念を最も反映していると考えられるものを挙げた。
＊黄色いセルは原初的レベル、緑色のセルは初歩レベル、青色のセルは高次レベルを示す。
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表 2-3-4  高学部の生活単元学習に関わる単元目標と「キー・コンピテンシー（ＯＥＣＤ）」

の分類対応代表例—広島県立庄原特別支援学校の単元系統表（単一学級版）の分析からー 

 

単元目標　高等部

大カテゴリ 小カテゴリ 左記の説明・定義 　学校の仕組み 保健体育 進路学習 防災教育 社会の仕組み

A:言語、シ
ンボル、テ
クストを相
互作用的
に活用する
能力

・ 　様々な状況において、話したり書い
たりする言語のスキルや数学的なスキ
ル等を効果的に活用する力。【PISA調
査・読解力、数学的リテラシー】

☆目的や意図などに
応じて生徒総会資料
内の文章の概要や要
点などを適切に読み
取ることができる。
（国２(３)）【学校の仕
組み】

☆ようこそ先輩やＪＳ
Ｔの授業などで話の
内容の要点を落とさ
ないように聞き取るこ
とができる。（国１(１)）
【進路学習】

・宿泊学習に向けて
金銭や時計・暦など
の正しい使い方を理
解することができる。
（数１(4)）

B:知識や情
報を活用す
る能力

・ 　情報それ自体の本質について、例
えば、その技術的なよりどころや社会
的・文化的な文脈などを考慮して、批判
的に深く考えることができる力。  【PISA
調査・科学的リテラシー】
・ 　他人の意見や選択肢の理解、自ら
の意見の形成、意思決定、確実な情報
に基づいた責任ある行動を可能とする
基盤。

（高校生活）
☆学校内にはいろい
ろなきまりがあること
を知り，それらを適切
に守ることができる。
（社１(２)道徳，人権）
【学校の仕組み】

（秋のウォーキング
②）
☆ウォーキングを通し
て心身の発育・発達
に応じた適切な行動
や生活に必要な健
康・安全に関する事
柄の理解を深めるこ
とができる。（保２(３)
道徳，人権）

C：テクノロ
ジーを活用
する能力

・ 　個人が日々の生活においてテクノロ
ジーが新しい方法で活用できることに
気付くことが第一。
・ 　テクノロジーには、遠隔地間の協
働、情報へのアクセス、他人との双方
向のやりとりなど新たな可能性。そのた
めには、E-mailの送信など単なるイン
ターネットの活用スキル以上の力が必
要。

☆修学旅行のしおり
作成時などにコン
ピュータなどの情報
機器を利用した情報
の収集，処理及び発
信の方法が分かり，
実際に活用すること
ができる。（情２(４)）

D：他人と
円滑に人
間関係を構
築する能力

・ 　個人が知人や同僚、顧客などと個
人的な関係を作り出し、維持し、発展さ
せる力。
・ 　具体的には、「共感する力」、「感情
を効果的にコントロールする力」。

E:協調する
能力

・ 　協調に当たっては、各個人が一定
の能力を持っていることが必要。グルー
プへの貢献と個々人の価値とのバラン
スを図ることができる力が不可欠。ま
た、リーダーシップを共有し、他人を助
けることができることも必須。

☆家庭の機能や家族
の役割を理解し，楽し
い家庭づくりのために
積極的に役割を果た
すことができる。（家２
(1)）

F:利害の対
立を御し、
解決する能
力

・ 利害の対立に建設的にアプローチす
るには対立を否定するのではなく、それ
を御するプロセスを認識すること。他者
の利益や双方が一定の利益を得るた
めの解決方法への深い理解が必要。

G:大局的に
行動する能
力

 ・ 　自らの行動や決定を、自身が置か
れている立場、自身の行動の影響等を
理解したうえで行える力。
【PISA調査・問題解決能力】

☆係りや役割決めな
どの際に自分の立場
や意図をはっきりさせ
ながら，意見を整理し
て，相手や目的，場
に応じて適切に話す
ことができる。（国２
(2)）【学校の仕組み】

H:人生設計
や個人の
計画を作り
実行する能
力

・ 　人生の意義を見失いがちな変化し
続ける環境のなかで、自らの人生に一
定のストーリーを作るとともに意味や目
的を与える力。

☆職業生活に必要な
健康管理や余暇の有
効な過ごし方が分か
ることができる。（職１
(６)）

・職業生活に必要な
健康管理や余暇の計
画的な過ごし方につ
いての理解を深める
ことができる。（職２
(６)）

I:権利、利
害、責任、
限界、ニー
ズを表明す
る能力

・ 　成文のルールを知り、建設的な議
論のうえ、調整したり対案を示したりす
る力。
・ 　自分自身の権利などを表明するた
めのみの力ではなく、家庭、社会、職
場、取引などで適切な選択をすることが
できる。

（高校２年生）
☆学校内にはいろい
ろなきまりや社会の
慣習，生活に関係の
深い法制度があるこ
とを知り，必要に応じ
て生活に役立てるこ
とができる。（社２(２)
道徳，人権）【学校の
仕組み】

・社会の慣習，生活に
関係の深い法や制度
を知り，日常の生活
で生かすことができ
る。（社２(２)）

＊複数対応する単元目標が見られた場合は、そのキー・コンピテンシーの概念を最も反映していると考えられるものを挙げた。
＊黄色いセルは原初的レベル、緑色のセルは初歩レベル、青色のセルは高次レベルを示す。
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 また、小学部においては「Ｃ：テクノロジーを活用する能力」と「Ｈ：人生設計や個人

の計画を作り、実行する能力」に該当する単元目標はなかったが、この結果から、小学部

段階では知的障害のある子供には、「Ｃ：テクノロジーを活用する能力」を指導目標にする

のは難しいと判断するのは早計であろう。現在でも iPad 等のタブレット端末は、タッチ

パネル式で知的障害のある子供でも直感的に操作しやすいものが既にあり、小学部段階で

テクノロジーを活用することは十分考えられる。このような指導内容の実施には、機器の

必要台数の整備状況や、教員のＩＴスキル等も関わってくる問題であり、子供の発達的な

側面以外の要因のために、このような結果となった可能性もある。また、本分析では一部

の生活単元学習のみを対象としているため、他教科等において当該の内容が扱われている

可能性もある。 
 一方、「Ｈ：人生設計や個人の計画を作り、実行する能力」については、内容的にある程

度の年齢、すなわち人生経験や認知的な発達を経てから挙がってくる発達課題の一つであ

ると考えられる。このことから、キー・コンピテンシーの中にも、小学部段階でも扱われ

ている能力もあれば、より高次の認知的な理解力を背景とし、中学部や高等部といったよ

り年長段階で扱われている能力もあることがわかった。 
 次に、キー・コンピテンシーの小カテゴリーの分類結果の内容をみると、「Ａ：言語、シ

ンボル、テクストを相互作用的に活用する能力」では、指さしに関する記述があった以外

は、シンボルに関する単元目標はなかった。子供によっては、マカトンサインやピクトグ

ラムを用いたスケジュール、あるいは PECS（Picture Exchange Communication 
System：絵カード交換式コミュニケーションシステム）など、絵カードや写真によるコミ

ュニケーション能力を指導目標にしている場合もあると想定されたが、本対象データから

はみられなかった。これは、本対象データが単元目標についてのものであり、集団全体で

統一的に目標として扱われるものが挙げられ、個別で種々異なるような指導内容について

は取り上げにくいという性質が影響していると考えられる。 
 「Ｂ：知識や情報を活用する能力」については、教室内のきまりやマナー、地震避難訓

練等における流れの理解、家庭生活に必要な衣服は食事等、進路先で使用する電気や洗剤

等、健康・安全に関する知識や情報について取り扱われていた。このことから「Ｂ：知識

や情報を活用する能力」については、様々な内容の知識内容が取り扱われていることがわ

かった。ただし、単元目標の記述からは、その知識や情報の認知的な質のレベルや量につ

いては判断できなかった。実際の授業では、個々人の実態に応じて目標が設定されている

ことが想定される。 
 また、「Ｄ：他人と円滑に人間関係を構築する能力」については、本対象データでは、教

員との関わりに関するものがほとんどであった。特別支援学校（知的障害）においても、

協同学習の実践が近年報告されるようになり、子供同士が関わり合いの中で学び合い、ま

た人間関係のスキルを獲得したり、仲間関係が好ましい方向へ変化したりすることが示さ

れている（藤原, 2015, 村中, 2013, 静岡大学教育学部附属特別支援学校, 2013）。これらの
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実践についても情報収集し、知的障害のある子供の「Ｄ：他人と円滑に人間関係を構築す

る能力」の具体的なイメージについて検討する必要がある。まだ同時に、どのような知的

発達の実態の対象集団で構成され、どのような単元目標が設定されているのか、子供集団

の実態と併せて単元目標を分析する必要がある。 
 ④考察のまとめ 
 今回得られた結果に対する考察をまとめると以下のようになる。 
 知的障害のある子供に対しても、原初的レベル、あるいは初歩レベルの内容を含めれば、

キー・コンピテンシーのような汎用的な能力を既に指導で取り扱っており、またそのよう

な指導内容を扱うことが可能であることと、キー・コンピテンシーの中にも、「Ａ：言語、

シンボル、テクストを相互作用的に活用する能力」のように小学部段階でも扱われている

能力もあれば、「Ｈ：人生設計や個人の計画を作り、実行する能力」のように、より高次の

認知的な理解力を背景とし、より学年の上がった年長段階で扱われている能力もあること

がわかった。 
 さらに、今後知的障害教育における育成を目指す資質・能力」の分析に当たっては、実

際の授業では個々人の実態に応じて目標が設定されていることや、対象集団の構成によっ

て指導の目標の内容が影響されることが考えられるので、今後は対象集団の実態も合わせ

て分析する必要性が指摘された。特別支援学校（知的障害）に在籍する子供の知的発達の

程度は最重度の者から軽度の者まで様々であり、また生活年齢が上がるたびに伸長してい

く発達の進度も人それぞれ異なっている。そして一方で、知的発達の程度が幾ら重度の遅

れがあっても、生活年齢の高まりに見合った生活経験が与えられるべきである。したがっ

て、各キー・コンピテンシーの中にも、発達的に原初的又は初歩から高次までの段階が想

定されることがわかったが、単純に学部段階で、「育成を目指す資質・能力」の段階分けを

してよいとは言い切れないだろう。知的障害の程度、コミュニケーションの手段や言語理

解と言語表出のレベルなど子供の実態も合わせて今後分析する必要があるだろう。 
 最後に、従前の知的障害教育において重要であるとされてきた指導内容でありながら、

キー・コンピテンシーの分類には当てはまらなかった指導内容がないか考えてみると、体

力作りに関する内容については挙げられていないことを指摘できる。これまで、特別支援

学校（知的障害）では、社会自立や就労のために体力づくりも重要な指導内容として取り

組んできた。しかし、キー・コンピテンシーのみに焦点化した分析の場合、それらに関す

る内容は除外されてしまった。社会や時代の変化に対応するために新しい時代に必要な育

成を目指す資質・能力のほかに、従前の知的障害教育において重要であるとされてきた指

導内容についてもきちんと押さえておく必要があると考えられる。 
 

（４）イギリスの知的障害教育における教育課程と育成を目指す資質・能力 

① イギリスにおけるナショナルカリキュラムの概要 

ア ナショナルカリキュラムの概要 
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イギリスの教育課程はナショナルカリキュラム（National Curriculum）によって定め

られている。このナショナルカリキュラムは日本の学習指導要領に似たもので、1988 年制

定の教育法により導入されたものである。このカリキュラムそのものに法的拘束力はない

が、教育規準局（Ofsted)が行う定期的な査察やナショナルテストによる学力評価はこのナ

ショナルカリキュラムに基づくため、学校で行う学習内容はこのカリキュラムの内容にそ

って行われることになる。 
イギリスの義務教育は５歳から 15 歳であり、子供たちは公立学校の場合、日本の小学

校に当たるプライマリースクールに５歳から 11 歳まで、中学校に当たるセカンダリース

クールに 12歳から 15歳まで通学することになる。この義務教育期間は４段階に分けられ、

それぞれの段階をキーステージ（Key Stage、以下 KS）と呼ばれ、プライマリースクール

の１、２学年を KS1、３から６学年を KS2、セカンダリースクールの７から９学年を KS3、
10、11 学年を KS4 と区分している。 
ナショナルカリキュラムは、学年ごとに内容が示されているのではなく、教育プログラ

ム（Programme of study）と到達目標（Attainment target）のレベルが定められている。

教育プログラムは、各 KS における各教科の教育内容を大まかに示したものであり、これ

を基に到達目標が作成されている。到達目標では、各教科毎に１から８までのレベルが設

けられ、各 KS 毎に期待される到達目標を規定している。この到達目標は全ての子供に一

様に定められているわけではなく、例えば、KS2 では、取り組むべきレベルは２から５、

達成目標水準は４とするなど、一人一人の子供にあわせられるよう緩やかに設定されてい

る（横尾・渡部、2010）。 
イ 障害児教育の教育課程 
障害児の教育制度は、Special Educational Needs and Disability(以下 SEND)と呼ばれ

ている。この制度では、障害カテゴリーで教育を考えるのではなく、一人一人の特別な

教育的ニーズ(Special Educational Needs)を元に特別な教育的な手立て(Special  
Educational Provision)を考えることを中心概念としている。知的障害は学習困難 
(Learning Difficulties)の教育的ニーズに含まれている。 
 教育課程については、日本と違い障害児教育に特化したものはなく、 原則としてナシ

ョナルカリキュラムが知的障害などの学習困難を教育的ニーズとする児童生徒に対して

も適用される。実際に、プライマリースクールやセカンダリースクールで学習する学習

困難のある子供の場合、特別な教育的な手立てによって、ナショナルカリキュラムの範

囲の中で学習が可能であることが多い。しかしながら、特別学校などで学習する子供で、

特に重い知的障害のある子供の場合、その教育的なニーズは複雑で通常のナショナルカ

リキュラムが適用できない場合がある。ナショナルカリキュラムは柔軟性があるので、

適用外になることは少ないが、学校長が所定の手続をとれば、6 か月以内の短期間であ

れば適用外にすることが可能とされている（Department for Education and  
Skills、2004）。この適用外の対象になるものとして、KS 4 の終了前において特別な目 
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的がある場合、カリキュラムの改善計画や研究開発の場合、SEN を認定する法的な文書

（EHC プラン(Education, Health, Care Plan)）を保有している場合が規定されている。 
このように、ナショナルカリキュラムへのアクセスを全ての子供に対して保障すると

いうことは法的要件とされているが、これは、教育の権利として教育内容の保障が捉え

られているからである。しかしながら、実際にはナショナルカリキュラムのレベル 1 に

達していない子供がいるため、教育の権利を保障することと実際の教育活動を保障する

ことの間に矛盾が生じることになる。こうした矛盾を合理化することを目的として達成

目標を示した P スケール(P-Scales)がある。P スケールはあくまでもカリキュラムではな

く細分化された到達目標基準で、ナショナルカリキュラムのレベル 1 に達していない子

供の到達目標の概要と重要なスキルについて設定している（QCDA、2009）。1998 年に

作成され、その後何度か改訂されて現在に至っている。 
Department for Education の Web サイト「What are 'P' scales and how do I get hold 

of a copy?」では、P スケールについて下記のように説明されている。 
 
Ｐスケールはナショナルカリキュラムの最初のレベル（レベル１）に向けて取り組ん

でいる特別な教育的ニーズ（SEN）を持つ児童生徒のアチーブメントを記録するための、

記述セットである。８つの異なったレベルに分かれており、P1 が最も低く、 P8 が最も

高いレベルです。P8 レベルはナショナルカリキュラムのレベル１につなげるためのもの

です。 P1 から P3 レベルは、初期の学習の、そして概念の発達を記述するためのもの

のため、教科が特定されていないものです。これらの初期のレベルでは、カリキュラム

の教科は学習のための特定の状況を提供します。（後略） 
 
また、P スケールの目的としては、①総括的な評価をする、②継続的観察による専門

的な評価をする、③ナショナルカリキュラム レベル 1 に向けての段階的発達を評価する、 

④P スケール内あるいは教科の枠を超えて横断的な発達を評価する、⑤個々の生徒ある

いは生徒集団の到達目標を設定するための手段の一つとして活用すると説明されている

（Department for children, schools and families, 2009）。 
この P スケールはあくまでもナショナルカリキュラムにアクセスできるようにするた

めの達成目標の基準の位置付けであるため、原初的なレベルの活動目標からナショナル

カリキュラムレベル１の一歩手前のレベルの学習内容まで、段階的に述べられている。

したがって、内容はナショナルカリキュラムの文脈を踏まえているものと考えて良いだ

ろう。 
②イギリスにおいての育成を目指す力の捉え 

 2014 年のナショナルカリキュラム(Department for Education,2014)では、英語、算数、

理科、社会などのコア教科のほかに、ICT や体育、音楽、宗教教育、市民教育などについ

て内容が定められ、思考スキル(thinking skills)、キースキル(key skills)、精神・倫理・社
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会性・文化の発達(SMSC：spiritual, moral, social and cultural development)の３つの力

を、カリキュラムを横断して行うとされている。これらの３つの力は、表 2-4-1 のように

整理できる。この３つの力のうち、キースキルについては中央教育審議会の教育課程部会

の中でも、我が国で検討されている育成を目指す力に対応する海外の情報の中で取り上げ

られている。 
 このキースキルについては、2012 年に改訂が行われ、functional skills と名称が変更さ

れた。また、キースキルのそれぞれの力を、英語、算数（数学）、ICT の領域の中に位置

付けるという枠組みの変更も行っている。 
 しかしながら、本節の目的である知的障害教育における育成を目指す資質・能力につい

ては、知的障害児教育のガイドブックを作成している EQUALS では、依然としてキース

キルに対するガイドブックを出し続けていることなどから、障害児教育分野においてのキ

ースキルの位置付けはまだ重要であると考えらえる。 
 
表 2-4-1 ナショナルカリキュラムにおいて目指している３つの力 

 
 
③ 知的障害教育におけるキースキルの考え方 

ここでは、2009 年に出された資格課程局（以下、QCA）の文献をもとに、イギリスで

キースキルを知的障害教育でどのように考えているかについて紹介する。2009 年に QCA 
は知的障害のある子供に関してのスキルのガイドブック「スキルの育成－学習困難のある

児童生徒のカリキュラムの計画と授業とアセスメント－（Developing Skills : Planning, 
teaching and assessing the curriculum for pupils with learning difficulties）」を刊行し

ている。このガイドブックは学習困難のニーズのある児童生徒が所属する様々な学校にお

いて、適切な学習課題の設定、生徒の多様な学習ニーズへの対応、学習の潜在的な障壁が

あったとしても全ての学習者を評価できるように学校が包括的なカリキュラムを作成する

ときに役立つとされている。 

 　　思考スキル   社会性・倫理・精神のコンピテンシー    キースキル

・情報処理スキル
・自分についての知識と精神的気づき
を高めることができる

・数の応用力

・推論スキル
・他者の感情と価値、そして信念を理
解しそれを尊重することができる

・コミュニケーション能力

・探求スキル
・正しいことと誤っていることを区別す
る原理を理解しそれを応用することが
できる

・情報活用能力

・創造的思考スキル
・地域社会にすむ責任を理解しその責
任を果たすことができる

・チームワーク力

・評価スキル
・自己と他者のそれぞれの文化的伝
統の良さを認めることができる

・自己改善力

・問題解決力
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 対象となる生徒は 5～16 歳の全ての生徒であり、人種、文化、宗教、家庭の言語、家族

の背景や性別、又は知的障害など学習するのに困難さのある（キーステージ４レベル 2 以

上であり、学習するのに深刻な難しさがある）生徒を含めている。 
このガイドブックの対象は、生徒の教育に関係するクラス教員、コーディネーター、特

別教育ニーズコーディネーター（SENCo）などの教育関係者をはじめ、両親、介護士、セ

ラピスト、地方自治体、福祉関係者等の専門家に向けて書かれている。ガイダンスには、

カリキュラムの計画と開発のサポート、カリキュラム全体でのスキルの向上、ナショナル

カリキュラムのそれぞれの教科を学ぶための計画・指導・アセスメントに関する教科の構

成要素の三点が含まれている。 
また、一般的な能力開発に焦点をあてた構成するスキルとしてキー・ファンクションス

キル(key function skills)、学習のためのスキル(skills for learning)、思考スキル（Thinking 
skills）、個人のスキルや他の優先スキル（Personal skills and other priorities）に分け、

表のようにそれぞれの項目について例を挙げている（表 2-4-2～表 2-4-5）。この内容は、

対応するキーステージでのナショナルカリキュラム内容を行うことが難しい知的障害のあ

る子供であっても、ナショナルカリキュラムで目指している力を、学習活動に組み入れる

ことができることを示している。表は項目が下になるにつれて、発達段階的に高次なもの

へなるように配列されているものもあれば、その項目を構成する要素が示されているもの

もある。 
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表 2-4-2 キー・ファンクションスキルに関する目指すべき力の例

 

・他の人に対応する（例：表情やジェスチャーを通じて）

・他の人とコミュニケーションする（例：好みやニーズを表す）

・他の人と交流する（例：参加している他の人と相互に見つめ合うことを通じて）

・他のグループの人と適切なコミュニケーション手段を用いて効果的にコミュニケーションをする（例：教員
あと一緒に小さなピアグループや学校の集まりの中で一対一で）

・多様な目的でコミュニケーションをする（例：感覚を表す、友好を形成し維持する、記述したりコメントす
ある）

・異なった文脈において適切なコミュニケーションをする（例：教室、地域のお店、作業場所、家で）

・情報を識別してとりいれる（例：写真、絵、記号、テキスト、材料から食べ物を準備するレシピ）

・いろいろな方法で情報を記録し、思い起こす（例：行動マネージメント用の自己査定シートを用いる）

・出現している読み書き能力スキルの適用
   (例：コミュニティーで使われるロゴや記号や案内標識を認識する）

・子どもの物の永続性への理解と適応を助ける対象物を探したり、操作したりする

・パターンとルーチンを認識したり、予測したり、解釈すること（例：一日の活動を順序立てて並べること、
   太鼓のリズムを真似すること、演劇や体育の中で止まれや進めの指示に従うこと）

・マッチング、並べ替え、グルーピング、比較、分類の活動（例：物を購入するためにレジでお金を払う）

・データを集めたり、記録したり、解釈したり、表現すること（例：ひまわりの成長を観察することや家の
  類型や目の色に関連した調査を実行したり、おもちゃを作ったり、あるいは好きなサンドウィッチの
  詰め物を調理したりする計画を立てること）

・実際的な問題を解決するための数学的な言語の使用を理解すること（例：集会のために椅子を準備
  すること、テーブルを整理すること、正しいバスに乗ること、旅行のタイムテーブルを利用すること）

・広範な刺激に関心を持つ（例：コンピュータ画面に現れる画像を追視する、あらかじめ録音されたサウ
あンドエフェクトを聞く）

・コンピュータによって提示される指示で活動する（例：スクリーン上に現れた２つのオプションからの選択
あする）

・環境に影響する（例：音楽を始めるためや、他の人の注意を引き付けるためや会話を始めるためにス
あイッチを使う）

・自立的な能力を伸ばすこと（例：電動車椅子のジョイスティックを使って学校内を移動する）

・コミュニケーションを円滑に行えるようにする（例：提示方法を進歩するために写真撮影をする、
あスピーチアウトプット装置で自分の選択を示す、電子メールを使う）

・情報源として利用する（例：テレビ、電子メール、インターネットあるいはＤＶＤを使うこと）

数の応用力(Application
of mathematical and

number skills)

情報活用能力(Using
information and
communication

technology)

コミュニケーション
(Communication)
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異なった文脈において適切なコミュニケーションをおこなう（例：教室、地域のお店、作業場所、家で）



 

表 2-4-3 学習のためのスキル(Skills for learning)に関する目指すべき力の例 

 

 

・ソーシャルスキルの育成（例：他の人を認識して寛容さを示す、他の人の感
あ情と考えを認識し共感する、自分の考えを変える、共有する、聞くことと話
あすことのバランスをとる、交渉する、助ける）

・他の人の注意を得たり、維持したり、方向付けたりする（例：グループ活動
あに参加することを頼むために声をだしたり合図したりする）

・状況にあった異なった役割を取り入れて受け入れる
あ（例：グループリーダー、記録係や報告者）

・グループの大きさや環境によって違う、公式・非公式のルールと習慣を認識
あする（例:パーティー、遊び場でのゲーム、１対１の会話、実務経験）

・共通の目的を認識する（例：演劇で場面を作るための協働）

・タスクがなぜ実行されるか、そしてそれが何を伴うかを認識する（例：これ
あが軽食の準備であることを理解した上で拡げたり切ったりする台所での活動
あに参加する）

・どうなれば仕事の完成なのかを認識する（例：仕事場で示された結果を達成
あを状況を示したシンボルを意識する）

・好みや選択について表現する（例：作業スタイルや教育課程領域において）

・好みの理由を伝える（例：ある教科の好みが友人たちと協働を意味する理由
あから）

・個人的な達成を認識する（例：カリキュラムの１つの領域に対して自信が
  深まると楽しくなることを知る）

・経験される困難を認識する（ 例：缶切りを使う、見知らぬ大人と話しをす
ある、助けを求めること）

・得意と苦手を識別し評価する（例：「私は…が得意です」「私は…で手助け
あを必要とします」をいえる）

・失敗から学び、自身のパフォーマンスを改善する（例：給食の給送に歩調を
あ合わせるために、支援員をガイドするために表情を使うことを忘れずにい
  る）

・目標を設定する
　（例：支援員の言葉がけに「次に何をしますか？」と応える）

・注意と集中力、他人による管理から自己管理に成長する、作業の間に注意を
あ切り替える能力を身につける

・機会を認識する（例：問題を解決するグループの試みに参加する）

・問題を認識して確認する（例：手が届かない大好きなおもちゃ、旅行の前に見つからな
　いバスの定期、心地が悪い姿勢）

・問題の要素を分割する（例：食事には食物を買い、食物を料理し、盛り付けし、片付け
　ることが伴うこと）

・問題の適切な特徴を熟慮する（例：台所のシンクから水があふれているときに何をする
　べきか）

・問題を解決するプランニング方法（例：他の生徒と以前にあった似た困難の解決につい
　て話しあう）

行動
(Activities)

・どのように問題を解決するべきか覚える（例：リハーサルや視覚化あるいはシンボル
　スクリプトのようなストラテジーを用いる）

・計画がどのようにうまくいったかを評価する（例：誠実に問題解決の試みの後に、どのく
　らい貢献したかについて11の発達スキルをアセスメントする）

・既存のプランと戦略をいつ変えるべきかを認識する（例：行動を始める前に、他の生徒
　と考えたり話をすることをやめる）

チームワーク力
(Working with others

in a team)

自己改善力
(Reflecting on

learning)

問題解決能力(Problem
solving and independent

enquiry)

認識
(Perception)

考え(Thinking)

評価
(Evaluation)
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広げ



 

 
表 2-4-4 思考スキル（Thinking skills） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

視覚の使用（例：固定する、探索する、追視する、焦点を合わせる）

聴覚の使用（例：聞く、音に反応する）

触覚の使用（例：異なる質感のものを触る、異なる密度の物を握る）

感覚の使用の協調（例：視覚と運動、触覚と味覚）

予測し、先取る

思い出す（例：絵に描くことや、口頭でのリハーサルとクラスタリングによって）

原因と結果の理解

オブジェクト、イベントや経験を結びつける

創造的で想像力豊かに考える（例：遊びや経験を通して。新しい関係やアイデアに関する発見と応用を
通して。活動的な探索を通して）

初期の思考スキル（Early
thinking skills）

感覚意識と知覚（Sensory
awareness and

perception）
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表 2-4-5 個人のスキルや他の優先順位の高いスキル（Personal skills and other 

priorities） 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

体の一部分の運動能力（例：つかむ、握る、放す、操る）

運動の協調を含めた体全体の運動能力（例：手足を伸ばす、回転する、歩く）

姿勢保持（例：頭部の位置のコントロール）

環境に適応する（例：部屋間を移動する）

移動するための補助具を扱ったり管理する（例：添え木、杖、車いす）

出席し注意を向ける（例：言語の指示を聞いて学ぶ）

関心と意欲を維持する（例：長時間の仕事中）

自身の環境を選んだり整えたりする（例：自身のロッカーや作業スペースを飾る）

自身の時間を管理する（例：スケジュールを用いて管理する）

定型的な業務を行う（例：昼食のために必要な食器類を人数分並べる）

自身の責任をはたす（例：経験のある業務を自主的に取り組む）

着衣・着脱

飲食

衛生管理

トイレの使用

日常的な医療行為

自傷行動

対立的な不履行

極端に避けたり、やめたりする状態

（簡単なことでも）パニックを起こしそうな課題や行動を避ける

不適切な性行動

家や学校など身近な状況の変化を経験する

思い通りにならないことや失敗に対処する

新しいことや難しい状況に対応する

他人への極端にポジティブもしくはネガティブな反応を表現する

（人生の中で）大切なものを失うことや悲しみに対処する

青年期と成人期の変化に順応する

低い自己肯定感を経験する

軽食を準備する

食材の準備、料理および家の管理

バランスの良い飲食物をとることを計画する能力

説明書やレシピに従う

料理スキル（例：スライス、おろす、泡立てる、切る、混ぜる、注ぐ）

器具を使う（例：やかん、トースター、電子レンジ、炊飯器、フードプロセッサー）

キッチンでの健康と安全を理解する（例：衛生、安全な行動と動作）

社会的な場所に関する語彙を獲得する

地域の施設や設備を使用する（例：カフェ、公園、レジャーセンター、運動場、図書館、
公衆トイレ）

限られた地域を知る

買い物スキルを獲得する（例：店の場所、店内での商品の場所、リストの使い方、支払
方法）

電話を使える

助けの呼び方を知る（例：警察、地域の看護士・医者）

お金を実際的に使う

公共交通機関を計画的に使う

好きなことや選びたいことの意思表示ができる（例：学校でよく知っている二つの活動
から選ぶ、クラブ活動でゲームのグループを選ぶ、余暇活動を選ぶ【広範囲～狭範
囲】）

授業以外の時間を楽しめる（例：休憩時間、昼食時間、家での時間）

集団活動に参加する（例：スカウト、スポーツクラブ、青少年団体）

限られた地域の外部設備を使用する（例：スイミングプール、ボーリング、映画）

ラジオやテレビを選んで見たり聞いたり感想を言う

余暇・レクリエーションス
キル(Leisure and

recreational skills)

家庭スキル
(Domestic

skills)

自身の
行動管理

(Managing
their own
behavior)

身の回りに
関するスキル
(Personal
care skills)

自身の
感情管理

(Managing
their own
emotions)

日常生活スキル
(Daily living skills)

個人・社会的スキル
(Personal and social

skills)

地域スキル
(Community

skills)

組織・勉強スキル
（Organisation and

study skills）

身体的、環境適応、移動
のスキル

（Physical, orientation
and mobility skills）
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（５）小・中学校で扱う育成を目指す資質・能力と知的障害教育において育成を目指す資

質・能力の具体の類似性 

育成を目指す資質・能力について、通常教育と知的障害教育において基本的な方向性は

変わるものではない。まず、キー・コンピテンシー、21 世紀型スキル、国際バカロレアか

ら見ていくことにする。 
キー・コンピテンシーにおいては、「DeSeCo で定義されたキー能力の概念は 3 つの一般

的な基準に基づいている。」として、そのうちの 1 つに「全ての個人にとって重要である」

を挙げ、「エリートの利益を促進するのではなく、むしろ社会的平等に貢献するように能力

を高めることにこだわる」(ドミニク・S・ライチェンら, 2006)とあるし、21 世紀型スキル

においては、「私たちは、『最も良い』場合を想定して、何が知識創造の構築要素となるの

か、そしてどんな特性や能力がそれを可能にするのかを考えることから始めるとよいかも

しれません。それは、あらゆる種類の『ソフト』スキルの特徴であり、全ての人が既にあ

る程度もっているものです」(Griffin, McGaw, ＆Care, 2012 三宅監訳, 2014, p.84）「こう

したスキル（例えば、コミュニケーション、コラボレーション、柔軟性）は「ソフトスキ

ル」と呼ばれることが多く…」(Griffin et. al., 2012 三宅監訳, 2014, p.94）、「21 世紀型ス

キルを知的エリートだけのものとしておくのではなく、誰にでも使えるようにするために

は、知識創造を支援する環境を全ての人に利用可能なものにする必要があります。」(Griffin 
et. al., 2012 三宅監訳, 2014, p.102）とあるように、一部の知的エリートだけではなく、全

ての人を対象にしていることがわかる。国際バカロレアの初等教育プログラム（PYP）の

枠組みにおいても、「それ（筆者注：PYP）は、一人ひとりの児童が個々の発達に合った

方法で意欲的に参加するプログラムであり、学校がこれを、誰にでも開かれた、インクル

ーシブな方法で実施することを意図しています。」(国際バカロレア機構, 2016）とあり、

インクルーシブな概念は尊重されていることがわかる。 
 日本の具体についてみていくと、『特別支援教育部会における審議のまとめ』では、以下

のように初等中等教育全体の改善・充実の方向性は特別支援学校においても重視すべきこ

とが述べられている。 
まず、「３．特別支援学校」の「（１）基本方針」の「改善・充実の方向性」において「今

回の学習指導要領等の改訂が目指す、①教育が普遍的に目指す根幹を堅持しつつ、社会の

変化に視点を向け、柔軟に受け止めていく「社会に開かれた教育課程」の考え方、②育成

を目指す資質・能力についての基本的な考え方、③課題の発見や解決に向けた主体的・協

働的な学びである「アクティブ・ラーニング」の視点を踏まえた指導方法の充実、④カリ

キュラム・マネジメントなど、初等中等教育全体の改善・充実の方向性は、特別支援学校

においても重視することが必要である。」として、資質・能力についての基本的な考え方を

小中高等学校と同様に重視すべきことが述べられている。また、同じく「３．特別支援学

校」の「（３）知的障害者である子供たちに対する教育課程」の「改善・充実の方向性」で

は「今回の小学校等の学習指導要領の改訂において、各学校段階の全ての教科等において、
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育成を目指す資質・能力の三つの柱に基づき、各教科等の目標・内容が整理される方向で

あることを踏まえ、知的障害者の子供たちのための各教科において育成を目指す資質・能

力の三つの柱は小学校等の各教科と同じであることを明確に示すとともに、知的障害者で

ある子供たちのための各教科の目標・内容について小学校等の各教科の目標・内容との連

続性・関連性を整理することが必要である。」としている。あるいは、「４．幼稚園等、小・

中・高等学校と特別支援学校との連続性」「（２）改善・充実の方向性」では「今回の学習

指導要領改訂における小・中学部を中心とした知的障害のある子供たちのための各教科の

目標・内容の整理を踏まえ、長期的には、幼稚園、小・中・高等学校、特別支援学校との

間で、教育課程が円滑に接続し、子供たち一人一人の学びの連続性が実現されるよう、国

として、学校種別にかかわらず、各教科の目標・内容を一本化する可能性についても検討

する必要がある。」として、知的障害者の子供たちのための各教科において育成を目指す資

質・能力の三つの柱は小学校等の各教科と同じであり、幼稚園、小中高等学校と特別支援

学校との間で教育課程の円滑な接続を目指すべきことを述べられている。 
答申（中央教育審議会、2016c）においては、「第５章 何ができるようになるか」の「６．

資質・能力の育成と、子供たちの発達や成長のつながり」において「資質・能力の三つの

柱など、育成を目指す資質・能力についての基本的な考え方を、通常の学級、通級による

指導、特別支援学級、特別支援学校において共有することで、子供の障害の状態や発達の

段階に応じた組織的、継続的な支援が可能となり、一人一人の子供に応じた指導の一層の

充実が促されていくと考えられる。こうした方向性は、障害者の権利に関する条約に掲げ

られたインクルーシブ教育システムの理念を踏まえ、子供たちの十分な学びを確保し、子

供たちの自立と社会参加を一層推進していくためにも重要である。」（p.43）とあり、新学

習指導要領において育成を目指す資質・能力についての基本的な考え方は同一であること

がわかる。 
なお、付言すれば、小・中学校に置かれた特別支援学級では、答申（中央教育審議会、

2016c）の「第５章 何ができるようになるか」の「２．全ての資質・能力に共通する要素

に基づく教育課程の枠組みの整理」にあるように「教育課程全体を通じてどのような資質・

能力の育成を目指すのかは、各学校の学校教育目標等として具体化されることになる。」と

あり、育成を目指す資質・能力は学校として定めるものであり、通常の学級と特別支援学

級で変えるべきものではないことがみてとれる。 
 知的障害教育はこれまでも「つけたい力」の育成を図ってきた。その中身は、①教科等

の内容であったり、②生活に密着した内容やスキルであったり、③生きていくために必要

な能力であったりする。例えば「買い物学習」では、①は数の計算、②は買い物ができる

ことそのもの、③は店員とのコミュニケーション能力、であろう。小・中学校における通

常の教育課程においても「つけたい力」は大切な指導事項である。例えば、小学校算数の

目標は「…進んで生活や学習に活用しようとする態度を育てる」ことである。全国学力・

学習状況調査平成 22 年度算数 B 問題では、えんぴつと消しゴムの買い物という状況にお
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いて、児童自身が「つくった問題が適切かどうかを現実の場面に即して吟味し修正できる

ようにする」「不十分な考え方や式の表現を吟味したり修正したりすることの大切さを理解

できるようにする」という力をつけることが求められている。前者は②や③に相当し、後

者は①の一部に当たるところであるだろうし、残る①の一部である計算そのものは全国学

力・学習状況調査でいえば A 問題で扱う部分であろう。また、平成 27 年度算数 B でもト

マトの買い物という状況において、「買物を例にとっても，どちらの商品が得になるのかを

考える際には，示された情報から合理的，能率的に処理することが求められる場合がある。」

ことが扱われている。これはまさに日常生活の中での合理的・能率的な問題解決であり、

その典型例として買い物という文脈が選ばれている。このようにみると、知的障害教育に

おいても小・中学校で育成を目指す資質・能力とは、（扱う文脈についても）一致している

ことがわかる。 
 
（６）まとめと今後の課題 

 『３．知的障害教育における「育成を目指す資質・能力」の具定例に関する検討』によ

り、知的障害のある子供に対しても、原初的レベル、あるいは初歩レベルの内容を含めれ

ば、OECD のキー・コンピテンシーのような汎用的能力を既に指導で取り扱っており、そ

のような指導内容を扱うことが可能であることと、キー・コンピテンシーの中にも、発達

的に初期段階でもみられる能力もあれば、より高次の認知的な理解力を背景とする能力も

あることがわかった。知的障害教育における「育成を目指す資質・能力」の具体像の一端

を示せたと言えるだろう。表 2-2-3 の 21 世紀型スキルの具体例で示されている各スキルの

初歩レベルと高次レベルの内容や、表 2-4-2～表 2-4-4 イギリスの知的障害のある子供を対

象としたキー・ファンクションスキルの内容例等を参考に、日本の知的障害教育において

も、学校現場での実践を積み重ねながら、育成を目指す資質・能力が発達・伸長していく

段階を明らかにすることが今後の課題となるだろう。 
 また、その際には知的発達や認知発達のレベルだけでなく生活年齢も考慮しつつ、知的

障害の実態の多様性に対応できる分類を考える必要がある。このような情報は、特別支援

学校（知的障害）だけでなく、知的障害特別支援学級においても役立つ情報となるだろう。 
 ところで、山田・米田（2011）は、1962（昭和 37）年の学習指導要領改訂において、

生活年齢に応じた生活能力の育成を重視する教育観や学校内での学習が学校外の生活や将

来の生活に生かされることを重視する考え方により、知的障害教育の独自の教科が設定さ

れたが、同様の考え方には現行の小・中学校の各教科における指導の留意事項や教科外課

程の内容として記述されており、特別支援教育と通常の教育がより接近しつつあることを

指摘している。 
 過去には、系統主義か経験主義かといった教育論争もあったわけであるが、国内外の教

育の潮流は、国語なら国語の領域固有知識である「内容」（コンテンツ：content）を基盤

としたコンテンツ・ベイスの教育から、領域を超えて機能する汎用性の高い「資質・能力」
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（コンピテンシー：competency）を軸としたコンピテンシー・ベイスの教育へと軸足を移

しつつある（奈須・江間, 2015）。奈須・江間（2015）は、これについて、これまでの学

力論に非認知的能力を含めた大幅な拡張と刷新を求めるものであると述べている。 
 このような国内外の潮流を反映した今回の学習指導要領改訂により、特別支援教育と通

常の教育の連続性についての議論が進むことが予測される。新学習指導要領は、障害の有

無にかかわらず、教科の本質や育成を目指す資質・能力は変わらないという立場をとって

いる。本稿（５）において福本も指摘したように、知的障害児を対象とする特別な教育課

程においても、小・中学校における通常の教育課程においても、それぞれの学習内容の中

で、同様の資質能力の育成に関する指導が可能である。新学習指導要領の育成を目指す資

質能力の 3 つの柱である、生きて働く「知識・技能」の習得、未知の状況にも対応できる

「思考力・判断力・表現力等」の育成、学びを人生や社会に生かそうとする「学びに向か

う力・人間性等」の涵養（下線部は筆者による）が挙げられているが、下線が引かれた文

言の趣旨をよくよく吟味して、何を学ぶか、すなわち指導内容を考えていくことが重要に

なるだろう。 
 ところで、知的障害児を対象とする特別な教育課程と、小・中学校における通常の教育

課程との近接性は、障害のある子供と障害のない子供が共に同じ場で学んだり交流したり

する「交流及び共同学習」にも好影響を与えることだろう。知識・理解の獲得を求めるコ

ンテンツ内容は障害のある子供とない子供で異なっても、同じ領域のコンピテンシー、す

なわち資質能力を指導目標として、授業を計画することもできるだろう。もちろん、障害

のある子供に対して、学習内容や子供に求める学習到達度の変更・調整などの検討も合わ

せて必要だろう。新学習指導要領が実施された場合、「交流及び共同学習」について、どの

ような実践の広がりや深まりが実現できるのか、今後これらの視点を考慮した研究の積み

重ねが必要である。 
 （涌井恵・半田健・横尾俊・松井優子・福本徹・村井敬太郎） 
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